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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ズームレンズのレンズ光軸に対して同心円状に設けられた操作部材と、
　前記操作部材の回転速度を検出する検出手段と、
　前記検出された操作部材の回転速度を前記ズームレンズの移動速度に変換するために用
いる変換率を決定する決定手段とを備え、
　前記決定手段は、ユーザにより前記操作部材が回転操作された際に、前記検出手段によ
り検出された前記操作部材の回転速度に基づいて前記変換率を決定する
　ことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記ユーザの操作に基づいて、前記ズームレンズの最高移動速度に対応する前記操作部
材の回転速度である前記操作部材の最高回転速度と、前記ズームレンズの最低移動速度に
対応する前記操作部材の回転速度である前記操作部材の最低回転速度と、を設定する設定
手段を備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記決定手段は、前記設定手段により設定された前記最高回転速度と前記最低回転速度
と、前記ズームレンズの前記最高移動速度と前記最低移動速度と、に基づいて前記変換率
を決定する
　ことを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
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【請求項４】
　前記設定手段により設定された、前記操作部材の最高回転速度と前記操作部材の最低回
転速度とを記憶する記憶手段を備え、
　前記決定手段は、前記操作部材の最高回転速度と最低回転速度との差に対する前記ズー
ムレンズの最高移動速度と最低移動速度の差の比を前記変換率として決定する
　ことを特徴とする請求項２または請求項３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記設定手段は、ユーザによって前記操作部材が回転操作された時に検出される前記操
作部材の回転速度を前記操作部材の最高回転速度および最低回転速度とする
　ことを特徴とする請求項２乃至４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記撮像装置は、静止画撮影モードと、動画撮影モードとを有し、
　前記決定手段は、前記撮像装置の撮影モードが前記静止画撮影モードである場合の前記
変換率と、前記撮像装置の撮影モードが前記動画撮影モードである場合の前記変換率とを
別個に決定する
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　静止画撮影モードと、動画撮影モードとを有する撮像装置であって、
　ズームレンズのレンズ光軸に対して同心円状に設けられた操作部材と、
　前記操作部材の回転速度を検出する検出手段と、
　前記検出された操作部材の回転速度を前記ズームレンズの移動速度に変換するために用
いる変換率を決定する決定手段とを備え、
　前記決定手段により決定される前記変換率は、前記撮像装置の撮影モードが前記静止画
撮影モードである場合と、前記撮像装置の撮影モードが前記動画撮影モードである場合と
で異なる
　ことを特徴とする撮像装置。
【請求項８】
　前記ズームレンズの移動速度に基づいて、前記ズームレンズを駆動制御する制御手段を
備える
　ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記決定手段によって決定された変換率に基づいて、前記操作部材の回転速度を前記ズ
ームレンズの移動速度に変換する変換手段を備える
　ことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　ズームレンズのレンズ光軸に対して同心円状に設けられた操作部材を備える撮像装置の
制御方法であって、
　前記操作部材の回転速度を検出する検出工程と、
　前記検出された操作部材の回転速度を前記ズームレンズの移動速度に変換するために用
いる変換率を決定する決定工程とを有し、
　前記決定工程おいて、ユーザにより前記操作部材が回転操作された際に、前記検出工程
において検出された前記操作部材の回転速度に基づいて前記変換率を決定する
　ことを特徴とする制御方法。
【請求項１１】
　ズームレンズのレンズ光軸に対して同心円状に設けられた操作部材を備える撮像装置の
制御方法であって、
　前記操作部材の回転速度を検出する検出工程と、
　前記検出された操作部材の回転速度を前記ズームレンズの移動速度に変換するために用
いる変換率を決定する決定工程とを有し、
　前記決定工程において決定される前記変換率は、静止画撮影モードが設定されている場



(3) JP 6659085 B2 2020.3.4

10

20

30

40

50

合と動画撮影モードが設定されている場合とで異なる
　ことを特徴とする制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置および制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラ等の撮像装置では、一般に電動ズームが備えられている。電動ズームは
ズーム操作用のレバーや回転リング等の操作部材による指示に従って駆動する。指示部材
が回転リングである場合には、ユーザが回転リングを回動操作することで、ズームレンズ
を駆動させてズーム倍率の調整を行う。このような問題に対して、ユーザが独自のズーム
リングの操作感を設定するために、回転リングの操作トルクをユーザが自由に調整できる
ようにした撮像装置が提案されている。特許文献１は、ズームレンズのアクチュエータが
抑制用部材を回転リングに押し付ける力を調整し、押し付けにより生じる摩擦力を変化さ
せることで補助トルクの方向及び大きさを変化させて操作トルクを調整するレンズ装置を
開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－５０６８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　デジタルカメラでは、回転リングの操作量に対するズームレンズの駆動量は装置ごとに
一律で決まっている。したがって、ユーザによっては、回転リングの操作量に対するズー
ムレンズの変化量が小さく感じたり、大きく感じたりする場合がある。撮影状況によって
も、ユーザによる回転リングの操作量に対するズームレンズの変化量の感じかたが異なる
。
【０００５】
　また、特許文献１が開示するレンズ装置では、トルク調整用に抑制用部材やトルク発生
用のアクチュエータが必要となり、コストが上昇し、消費電力も増加する。また、このレ
ンズ装置は、操作部材でメカ的に抑制するので、高トルクの発生によって回転リングが高
速に回転した場合に破損する可能性もある。
【０００６】
　本発明は、ユーザの好みや撮影状況に応じた回転リングの回転速度に対応するズームレ
ンズの移動速度で駆動することができる撮像装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態の撮像装置は、ズームレンズのレンズ光軸に対して同心円状に設け
られた操作部材と、前記操作部材の回転速度を検出する検出手段と、前記検出された操作
部材の回転速度を前記ズームレンズの移動速度に変換するために用いる変換率を決定する
決定手段とを備え、前記決定手段は、ユーザにより前記操作部材が回転操作された際に、
前記検出手段により検出された前記操作部材の回転速度に基づいて前記変換率を決定する
。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の撮像装置によれば、ユーザの好みや撮影状況に応じた回転リングの回転速度に
対応するズームレンズの移動速度で駆動することができる。
【図面の簡単な説明】
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【０００９】
【図１】本実施形態の撮像装置の構成例を示す図である。
【図２】ズームリングの操作でズームレンズの駆動を制御するための構成である。
【図３】ズームレンズの移動速度の検出の一例を説明する図である。
【図４】ズームリング速度とズームレンズ速度の関係を示す図である。
【図５】ズームリングの回転速度をズームレンズの移動速度に割り当てる処理を説明する
フローチャートである。
【図６】ズームリングの回転速度をズームレンズの移動速度に割り当てる処理を説明する
フローチャートである。
【図７】動画撮影時と静止画撮影時とにおけるズームリングの回転速度とズームレンズの
移動速度との関係の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
（実施例１）
　図１は、本実施形態の撮像装置の構成例を示す図である。
　本実施形態の撮像装置は、ズームリングによってズームレンズの移動指示を行う機能を
搭載している。ズームリングは、ズームレンズのレンズ光軸に対して同心円状に設けられ
た操作部材である。
　撮像装置は、鏡筒１０１乃至メモリーカード１１１を備える。鏡筒１０１は、画角調節
用のズームレンズ、焦点調節用のフォーカスレンズ、露光時間を制御するためのシャッタ
ー、撮像素子１０２の受光量（画像の明るさ）を調整するための絞りが内蔵されている。
【００１１】
　撮像素子１０２は、鏡筒１０１により得られた光学像を電気信号に変換する。撮像信号
処理部１０３は、撮像素子１０２から送出される映像信号をメモリーカード１１１に保存
するために適した信号に変換する。駆動コントローラ１０４は、鏡筒１０１に内蔵される
各アクチュエータの駆動制御を行う。システムコントローラ１０５は、撮像装置全体を制
御する。カメラ操作部１０６は、ユーザが撮影などの操作を行うために用いられる操作部
である。カメラの起動時において、フラッシュメモリ１０７内に圧縮されたプログラムが
、プログラムメモリ１０８に解凍／展開され、プログラムメモリ１０８内のプログラムに
したがって動作し、以後説明する各種の制御動作が行われる。画像メモリ１０９は、撮影
画像を一時的に保存する。ディスプレイ１１０は、撮影画像を表示する。
【００１２】
　被写体からの光は、鏡筒１０１の内部に存在するフォーカス、ズームレンズ等を鏡筒制
御部１０５に制御された鏡筒１０１を通して、撮像素子１０２に結像される。撮像素子１
０２に結像された被写体象は、光電変換されて、電気信号となる。撮像素子１０２からの
光電変換画像は、所定の周期で読み出され、撮像信号処理部１０３にて、標準的な画像信
号になるように信号処理される。
【００１３】
　撮像信号処理部１０３で信号処理された信号は、所定周期で標準的なデジタル画像とし
て、画像メモリ１０９に一時的に蓄積されると同時に、ディスプレイ１１０へと送られて
撮像した画像が表示される（撮影待機状態）。この撮影待機状態で、カメラ操作部１０６
に含まれる不図示の撮影ボタンを押すことで、撮影される。撮影ボタンが押されると、撮
像素子１０２から予め設定された露光時間で読み出されて、画像メモリ１０９に一時的に
蓄積される。蓄積された画像は、撮像信号処理部１０３にて、保存するために最適なデー
タに変換された後に、メモリーカード１１１に記録される。なお、図１において撮影画像
を保存するためのメモリーカード１１１は、光ディスクやハードディスクまたは光磁気デ
ィスク等でもよいし、ＦＬＡＳＨメモリやＳＲＡＭ／ＤＲＡＭ等の固体半導体メモリで構
成されるランダムアクセス可能なメモリでもよい。
【００１４】
　図２は、本実施例の撮像装置が有する、カメラ操作部内のズームリングを操作すること
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によってズームレンズの駆動を制御するための構成である。
　システムコントローラ１０５は、撮像装置全体を制御する。具体的には、システムコン
トローラ１０５は、鏡筒１０１および撮像素子１０２の動作状況に応じて、モータ制御コ
ントローラ１０４１に対して駆動指令を通知し、鏡筒１０１内部のアクチュエータ１０１
１が所定の動作を行うための制御の実行を指示する。駆動コントローラ１０４は、モータ
制御コントローラ１０４１とＰＷＭ発生回路１０４２とドライバ回路１０４３とを備える
。モータ制御コントローラ１０４１は、システムコントローラ１０５からの駆動指令にし
たがって、ＰＷＭ発生回路１０４２に対して出力指令を送信する。
【００１５】
　ＰＷＭ発生回路１０４２は、モータ制御コントローラ１０４１から受信した出力指令に
基づいて、ドライバ回路１０４３に対してＰＷＭ信号を出力する。ドライバ回路１０４３
は、ＰＷＭ発生回路１０４２からのＰＷＭ信号から１０１内部の各アクチュエータを駆動
するための駆動波形を発生させる。
【００１６】
　ここで、鏡筒１０１に内蔵されるアクチュエータについて説明する。ＵＳＭ１０１１ａ
は、ズームレンズ１０１２ｂを駆動するための振動型モータである。ＤＣソレノイド１０
１１ｂは、シャッター１０１２ｂを駆動する。ステッピングモータ１０１１ｃは、フォー
カスレンズ１０１２ｃを駆動する。ステッピングモータ１０１１ｄは、絞り１０１２ｄを
駆動する。
【００１７】
　モータ制御コントローラ１０４１は、システムコントローラ１０５からの駆動指令に応
じて、各アクチュエータの駆動速度、駆動量および移動方向等の駆動条件を決定する。ま
た、モータ制御コントローラ１０４１は、システムコントローラ１０５からの駆動指令に
応じた駆動条件を満たすように、鏡筒１０１内の各アクチュエータの駆動状態を制御する
。
【００１８】
　ユーザによってズームリング１０６１が回転操作されると、ズームリング１０６１内部
にある不図示のエンコーダにより検出されるズームリングの回転情報が、システムコント
ローラ１０５に通知される。システムコントローラ１０５は、ズームリング１０６１の回
転情報に基づいて、ズームレンズ１０１２a の移動情報を決定する。移動情報は、例えば
、移動方向と移動速度と移動距離とを含む。システムコントローラ１０５は、決定した移
動情報を駆動条件として含む駆動指令をモータ制御コントローラ１０４１に通知する。
【００１９】
　モータ制御コントローラ１０４１は、システムコントローラ１０５から通知された駆動
指令に含まれる駆動条件でズームレンズ１０１２a を駆動するようにＵＳＭ１０１１ａの
駆動周波数を決定する。モータ制御コントローラ１０４１は、ＰＷＭ発生回路１０４２に
指示して、決定された駆動周波数のＰＷＭ波形を発生させる。そして、モータ制御コント
ローラ１０４１は、ドライバ回路１０４３を介して、ＵＳＭ１０１１ａに駆動波形を印加
してＵＳＭ１０１２ａを駆動する。ズームレンズ１０１２ａには、レンズの駆動量を検出
するためのエンコーダが設けられている。エンコーダにより検出されたエンコーダ信号が
、モータ制御コントローラ１０４１に通知される。モータ制御コントローラ１０４１は、
エンコーダ信号をズームレンズの移動情報に変換する。そして、モータ制御コントローラ
１０４１は、変換したズームレンズ１０１２ａの移動情報とシステムコントローラ１０５
からの駆動指令に含まれる移動情報とに基づいて、次の制御周期におけるＵＳＭ１０１１
ａに印加する駆動信号の駆動周波数を決定する。
【００２０】
　図３は、ズームレンズの移動速度の検出の一例を説明する図である。
　図３には、所定の駆動条件のもとでズームレンズ１０１２ａを駆動させた際にズーム速
度検出用の２相エンコーダから出力されたアナログ信号をそれぞれ２値化したものを示す
。図３（Ａ）は、２相のエンコーダの内の１つであるＥＮＣＡの２値化信号を示す。図３
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は、モータ制御コントローラ１０４１の動作クロックを示す。
【００２１】
　システムコントローラ１０５は、ズームレンズの移動速度を、ＥＮＣＡおよびＥＮＣＢ
のそれぞれの立ち上がりと立下りエッジを基準にして検出する。具体的には、システムコ
ントローラ１０５は、各エンコーダエッジ間にモータ制御コントローラ１０４１の制御ク
ロックが何クロックかかったかを検出し、検出結果に基づいてズームレンズの移動速度を
算出する。
【００２２】
　図３に示すＥＮＣＡの周期Ｔ１から移動速度VZM（単位はｒｐｓ）を算出する例を説明
する。本実施例におけるモータ制御コントローラのクロック周波数fclk は、１０ｋＨｚ
である。モータ１回転当たりに出力されるエンコーダ１相当たりのパルス数Pcは、１００
である。図３より、周期Ｔ１の間に検出したモータ制御コントローラの動作クロックのカ
ウント数CZMは１０である。これらの条件に基づいて、移動速度VZMは以下の式（１）にし
たがって算出される。
【数１】

【００２３】
　次に、ズームレンズの移動方向の検出の一例について説明する。システムコントローラ
１０５は、ズームレンズの移動方向を、ＥＮＣＡとＥＮＣＢのエンコーダ波形の内、どち
らの波形が先に出力されたかによって検出する。本実施例では、ＥＮＣＢのパルスが先に
出力された場合がズームレンズ１０１２ａが繰り出す方向、逆にＥＮＣＡが先に出力され
た場合が繰りこむ方向とする。図３に示す例では、ズームレンズ１０１２ａが繰り出す方
向に駆動している。
【００２４】
　次に、ズームレンズの移動距離の検出の一例について説明する。システムコントローラ
１０５は、ズームレンズの移動方向を加味した上でＥＮＣＡとＥＮＣＢのエンコーダの立
下りおよび立ち上がりのエッジのカウントを行い、このカウントの積算値を用いてズーム
レンズの移動距離を検出する。
【００２５】
　本実施例では、各エンコーダエッジの立ち上がりおよび立下りエッジをそれぞれカウン
トする。つまり、ズームレンズが繰り出し方向にエンコーダ１周期分駆動すると、４パル
ス増加する。逆に、ズームレンズが繰りこみ方向にエンコーダ１周期分駆動すると、４パ
ルス減少する。このように、ズームレンズの移動距離は、エンコーダの回転方向を加味し
た上で、駆動時に出力されるエンコーダ信号のエッジカウントを加算または減算すること
によって管理される。ズームレンズ１０１２ａを駆動する際には、カメラ操作部１０６か
らのズーム動作指示に従って駆動量を決定し、その駆動量に到達するまで指定の移動速度
で制御しつつ、ズームレンズを駆動させる。
【００２６】
　回転リングの回転速度の検出方法は、基本的にズームレンズの移動速度の検出方法と同
じである。システムコントローラ１０５は、回転部材を回転させた際に出力される２相の
エンコーダ信号の２値化を行い、この２値化信号から回転速度を算出する。一例として、
２値化信号を検出するシステムコントローラ１０５のクロック周波数ｆclk_sysを１０Ｍ
Ｈｚとする。エンコーダエッジ間に検出した動作クロックのカウント数Crを５０００とす
る。また、モータ１回転当たりに出力されるエンコーダ１相あたりのパルス数Prを１００
０とする。回転速度Vr（単位はｒｐｓ）は、以下のように算出される。
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【数２】

【００２７】
　ズームリングを回転操作することにより、ズームレンズ１０１２ａを駆動させる際には
ズームリングの回転速度とズームレンズの移動速度の関連付けを行う必要がある。以下で
は、ズームリングの回転速度とズームレンズの移動速度の関連付けについて説明する。
【００２８】
　図４は、ズームリング速度とズームレンズ速度の関係を示す図である。
　ズームリングの最低回転速度をVrg_minとする。ズームリングの最低回転速度をVrg_max
とする。ズームレンズの最低移動速度をVzm_minとする。ズームレンズの最高速度をVzm_m
axとする。ズームリングの最低移動速度Vrg_minは、ズームリングの回転速度を検出する
検出系の能力によって決まる。
【００２９】
　エンコーダ信号を使用して速度検出を行う際には、各エンコーダのエッジ間隔が動作ク
ロックにして何クロック分かの検出を行いレジスタに記憶させる必要がある。速度が遅け
れば遅いほどエンコーダの各エッジの間隔は長くなり、エッジ間にカウントされるクロッ
ク数は多くなる。したがって、低速でズームリングを回転させた場合、このカウント値は
レジスタの表現できる最大値を超える場合がある。この場合、速度が正確に表現されない
ことになる。このような事態を防ぐために、システムコントローラ１０５は、レジスタの
最大値をオーバーしないズームリングの回転速度を最低速度として設定する。
【００３０】
　システムコントローラ１０５は、ズームリングの最高速度Vrg_maxを、検出できるズー
ムリングの最高回転速度に基づいて設定する。ズームリングの回転速度、回転量、回転方
向は、２相のエンコーダの情報を元に検出される。したがって、ズームリング動作を保障
するためには正確なエンコーダ信号のエッジ間隔の情報が必要となる。しかし、ズームリ
ングの速度が高速になると、正確なエッジ間隔を検出できない状態、いわゆる読み飛ばし
が発生する可能性がある。したがって、システムコントローラ１０５は、ズームリングの
最高速度を設定する際には、事前に正確に回転情報が検出できるズームリングの回転速度
以下の回転速度を設定する。
【００３１】
　一方、ズームレンズ側の最低速度および最高速度は、ズームレンズを駆動させるアクチ
ュエータ（本実施例ではＵＳＭ）の最大出力や消費電力等のハードウェア的な面からとユ
ーザの使用感の両面を考慮して決定される。システムコントローラ１０５は、ズームリン
グの回転速度とズームレンズの移動速度の対応付けを行う。具体的には、ズームリングの
最低速度以下の速度で駆動させた場合にはズームレンズが最低速度で、ズームリングを最
高速度以上の速度で駆動させた場合にはズームレンズが最高速度で駆動するように対応付
けを行う（式（４）を参照）。ズームリングの回転速度がズームレンズの最低速度以上で
最高速度以下である場合、つまり、ユーザがズームリングを最低速度と最高速度の間の速
度で動かした場合には、システムコントローラ１０５は以下の処理を実行する。すなわち
、システムコントローラ１０５は、式（３）に示す速度変化率Ｒと式（４）とを用いて、
ズームリングの回転速度をズームレンズの移動速度に変換する。
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【数３】

【００３２】
　図５は、ズームリングの最高回転速度および最低回転速度をズームレンズの最高移動速
度および最低移動速度に割り当てる処理を説明するフローチャートである。
　まず、Ｓ５０１において、システムコントローラ１０５が、撮像装置の現在のモードが
速度割当モードであるかを判断する。速度割当モードとは、ズームレンズの最高移動速度
および最低移動速度に対応するズームリングの回転速度を割り当てるモードである。
【００３３】
　現在のモードが速度割当モードでない場合は、処理がＳ５０１に戻る。現在のモードが
速度割当モードである場合は、処理がＳ５０２に進む。
　Ｓ５０２において、ユーザによってズームリングが回転操作された時に、システムコン
トローラ１０５が、ズームリングの回転速度を検出する検出手段として機能する。具体的
には、システムコントローラ１０５は、ズームリングの最高回転速度の読み込みを行う。
システムコントローラ１０５は、ズームリングの回転開始から所定時間ズームリングを回
転させた際の平均の回転速度をズームリングの最高回転速度として設定する。
【００３４】
　次に、Ｓ５０３において、システムコントローラ１０５が、Ｓ５０２で設定したズーム
リングの最高回転速度が設定可能な回転速度の範囲内であるかを判断する。ズームリング
の回転速度の速度範囲はその速度でリングを回転させた場合に、検出系の規格を考慮して
正確に回転速度を検出できるかどうかによって予め決められている。
【００３５】
　Ｓ５０２で設定したズームリングの最高回転速度が、設定可能な回転速度の範囲外であ
る場合は、処理がＳ５０２に戻る。Ｓ５０２で設定したズームリングの最高回転速度が、
設定可能な回転速度の範囲内である場合は、処理がＳ５０４に進む。Ｓ５０４において、
システムコントローラ１０５が、Ｓ５０２で設定したズームリングの回転速度をズームレ
ンズの最高移動速度に割り当ててフラッシュメモリに記憶する。
【００３６】
　次に、Ｓ５０５において、ユーザがズームリングを回転させると、システムコントロー
ラ１０５が、ズームリングの最低回転速度の読み込みを行う。システムコントローラ１０
５は、ズームリングの回転開始から所定時間ズームリングを回転させた際の平均の回転速
度をズームリングの最低回転速度として設定する。
【００３７】
　Ｓ５０６において、システムコントローラ１０５が、Ｓ５０５で設定したズームリング
の最低回転速度が、設定可能な回転速度の範囲内であるかを判断する。Ｓ５０５で設定し
たズームリングの最低回転速度が、設定可能な回転速度の範囲外である場合は、処理がＳ
５０５に戻る。Ｓ５０５で設定したズームリングの最低回転速度が、設定可能な回転速度
の範囲内である場合は、処理がＳ５０７に進む。Ｓ５０７において、システムコントロー
ラ１０５が、Ｓ５０５で設定したズームリングの回転速度をズームレンズの最低移動速度
に割り当ててフラッシュメモリに記憶する。
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【００３８】
　次に、Ｓ５０８において、システムコントローラ１０５が、ズームリングの回転速度を
ズームレンズの移動速度に変換するために用いる変換率を決定する。具体的には、システ
ムコントローラ１０５は、ズームリングの最低回転速度および最高回転速度と、Ｓ５０４
で記憶されたズームレンズの最高移動速度、Ｓ５０４で記憶されたズームレンズの最低移
動速度とに基づいて、式（３）を用いて速度変化率Ｒを算出する。式（３）に示すように
、速度変化率Ｒは、ズームリングの最高回転速度と最低回転速度との差に対するズームレ
ンズの最高移動速度と最低移動速度の差の比である。続いて、Ｓ５０９において、速度変
化率Ｒをフラッシュメモリに記憶する。そして、Ｓ５１０において、速度割当モードを解
除して速度割当モードに入る前の撮影モードにモードを遷移させる。以上、ズームレンズ
の移動速度に対応するズームリングの回転速度を設定する処理について説明した。
【００３９】
　以上に説明したように、本実施例によれば、ズームレンズの移動速度に対応するズーム
リングの回転速度をユーザが意図したものに変更することができる。したがって、ユーザ
の好みによってズームリングの回転速度に対応するズームレンズの移動速度を自由に変更
することができ、その結果、撮像装置としての使用感を向上させることができる。
【００４０】
（実施例２）
　実施例２の撮像装置は、動画撮影時の速度変化率と、静止画撮影時の速度変化率とを別
個に設定する。
【００４１】
　図６は、実施例２における、ズームリングの回転速度をズームレンズの移動速度に割り
当てる処理を説明するフローチャートである。
　図６のＳ６０１、Ｓ６０３乃至６１１は、図５のＳ５０１乃至Ｓ５１０と同様である。
図６のＳ６０２において、システムコントローラ１０５が、静止画撮影モード（第１の撮
影モード）と動画撮影モード（第２の撮影モード）とのうちのいずれかの撮影モードを選
択する。そして、システムコントローラ１０５は、Ｓ６０３乃至Ｓ６０８の処理によって
、選択された撮影モードに応じて、ズームレンズの移動速度に対応するズームリングの回
転速度を設定する。
【００４２】
　通常、動画と静止画を撮影可能な撮像装置において、動画撮影時と静止画撮影時とで、
ズームレンズを駆動させた際のズームレンズの移動速度は異なる。高速駆動時は、ズーム
レンズを駆動する際に発生する駆動音が大きくなるため、動画時にズームレンズを高速で
駆動させるとズームレンズの駆動音が記録されてしまう。その対策として、動画撮影時に
おけるズームレンズの移動速度は静止画に比べて低く設定される傾向にある。
【００４３】
　図７は、動画撮影時と静止画撮影時とにおけるズームリングの回転速度とズームレンズ
の移動速度との関係の一例である。
　動画撮影時と静止画撮影時とでズームレンズの移動速度が異なる場合、ズームレンズの
移動速度に対応するズームリングの回転速度を静止画撮影時と動画撮影時で同じ速度にす
ると、図７に示すように、ズームリングの回転速度に応答しない速度域が増大してしまう
。
【００４４】
　静止画撮影時のズームレンズの最高移動速度を基準にして、ズームレンズの移動速度に
変換する際の変換率を決定すると、ズームレンズの最高移動速度に対応させることが可能
なズームリングの回転速度の範囲は狭くなる。このような状態で、ズームレンズの移動速
度をズームリングの回転速度を変更することで調整しようとすると、速度の微調整が難し
くなる。したがって、動画撮影時には、動画撮影時におけるズームレンズの最高移動速度
を基準に設定したズームリングの回転速度の割り当てを行うことが望ましい。
【００４５】



(10) JP 6659085 B2 2020.3.4

10

20

　本実施例では、静止画撮影時と動画撮影時にそれぞれズームレンズの移動速度に対応す
るズームリングの回転速度と式（３）で表わされる速度変化率Ｒを設定する。そして、動
画撮影時と静止画撮影時には、それぞれ設定したパラメータを使用してズームリングの回
転速度をズームレンズの移動速度に変換を行う。このように、動画撮影時と静止画撮影時
とでズームレンズの移動速度に対応するズームリングの回転速度を変更することで、動画
撮影時に速度の微調整を行う作業を、静止画撮影時と動画撮影時で変更しない場合に比べ
て、より簡単に行うことが可能となる。
【００４６】
　以上、本発明をその好適な実施例に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の実
施例に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発明に
含まれる。上述の実施例の一部を適宜組み合わせてもよい。
【００４７】
（その他の実施形態）
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【符号の説明】
【００４８】
　１０５　システムコントローラ

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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